
表１．メニューの進捗評価の基準

広域化・共同化計画　進捗管理表（令和７年度　新潟県）  

短期（～5年間） 中期（～10年間） 長期（～30年間）

（R5～R9） （R10～R14） （R15～R34） R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19

1 汚水処理施設の統廃合
妙高浄化センター(農集)

→妙高ｱｸｱｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰ
妙高市 妙高市

・接続協議　・財産処分

・法手続き　・接続工事
・供用開始 〇 B ・財産処分 　・法手続き ・詳細設計

2 汚水処理施設の統廃合
相川浄化センター

→国府川浄化センター
佐渡市 佐渡市

・基本方針策定

・基本設計

・事業計画変更

・詳細設計

・接続工事

・接続工事

・供用開始
〇 B 道路占用事前協議 基本方針策定委託

3 汚水処理施設の統廃合
相川処理場

→朝日浄化センター
村上市 村上市

・事業計画変更

・詳細設計(処理場廃止含む)

・接続工事

・供用開始

・財産処分

・処理場廃止工事

〇 C 該当地区会長会議時に事業説明を実施 詳細設計ほか業務委託

4 汚水処理施設の統廃合
門前・鋳物師処理場

→朝日浄化センター
村上市 村上市

・事業計画変更

・詳細設計(処理場廃止含む)

・接続工事

・供用開始

・財産処分

・処理場廃止工事

〇 C 該当地区会長会議時に事業説明を実施 詳細設計ほか業務委託

5 汚水処理施設の統廃合
三面処理場

→朝日浄化センター
村上市 村上市

・事業計画変更

・詳細設計(処理場廃止含む)

・接続工事

・供用開始

・財産処分

・処理場廃止工事

〇 C 該当地区々長に事業説明を実施 なし

6 汚水処理施設の統廃合

し尿処理の広域化

※加茂市衛生センター
加茂市　　　　　　　加茂市・田

上町消防衛生保育組合
加茂市

・検討

・全体計画変更

・事業計画変更

・基本設計

・詳細設計

・工事

・供用開始

・協定内容の確認 〇 C し尿等処理方針の決定 全体計画変更

7 汚泥処理の共同化

能生浄化センター

→糸魚川浄化センター

（濃縮汚泥の共同処理）

糸魚川市 糸魚川市
・統合の検討

・詳細設計

・統合のための工事

・供用開始
〇 D

能生浄化センター汚泥処理施設更新基

本設計において、更新or統合の費用比

較のため統合の検討を実施した。

事業計画の変更

8 汚水処理施設の統廃合
大長谷処理場

→せきかわ浄化センター

A-1

関川村、胎内市
関川村

・接続先の不明水対策

・接続協議

・財産処分

・全体計画の見直し

・事業計画の変更

・基本設計

・関係機関協議

・実施設計

・接続工事

・供用開始
△ D D 未着手 接続先の不明水対策 接続先の不明水対策

9 汚水処理施設の統廃合
島見浄化センター

→新井郷川浄化センター

B-2-1

流域（新井郷川）、新潟市
新潟市

・詳細設計

・接続工事

・接続工事

・供用開始
〇 B B B

・実施設計（詳細設計）

・接続工事
・接続工事

10 汚水処理施設の統廃合
西野処理場

→新潟浄化センター

B-2-2

流域（新潟）、新潟市
新潟市

・接続工事

・供用開始
〇 B B B ・接続工事 ・接続工事

11 汚水処理施設の統廃合
大渕処理場

→新潟浄化センター

B-2-2

流域（新潟）、新潟市
新潟市

・接続工事

・供用開始
〇 B B B ・接続工事 ・接続工事

12 汚水処理施設の統廃合
白根浄化センター

→西川浄化センター

B-4

流域（西川）、新潟市
新潟市 ・統合検討 ・統合検討の結果により決定 ・統合検討の結果により決定 〇 D D D ・統合検討 ・統合検討

13 汚水処理施設の統廃合
安田浄化センター

→新井郷川浄化センター

B-5

流域（新井郷川）、阿賀野市
阿賀野市 ・統合検討 ・統合検討の結果により決定 ・統合検討の結果により決定 〇 D D D ・基礎調査 ・基礎調査

14 汚水処理施設の統廃合
大和処理場

→新井郷川浄化センター

B-5

流域（新井郷川）、阿賀野市
阿賀野市

・接続工事

・供用開始
〇 B A A

15 汚水処理施設の統廃合
松浦処理場

→新井郷川浄化センター

B-8

流域（新井郷川）、新発田市
新発田市

・接続工事

・供用開始
〇 A A A

16 汚水処理施設の統廃合
中井処理場

→新井郷川浄化センター

B-8

流域（新井郷川）、新発田市
新発田市

・接続工事

・供用開始
〇 B A A

17 汚水処理施設の統廃合
島潟処理場

→新井郷川浄化センター

B-8

流域（新井郷川）、新発田市
新発田市

・接続工事

・供用開始
〇 B B B ・施設建設 ・施設建設

18 汚水処理施設の統廃合
李崎浄化センター

→長岡浄化センター

C-4

流域（長岡）、長岡市
長岡市

・接続工事

・供用開始
〇 B A A

19 汚水処理施設の統廃合
田麦山クリン＆クリン

→長岡浄化センター

C-4

流域（長岡）、長岡市
長岡市 ・事業計画変更

・接続工事

・供用開始
△ C C C ・なし ・事業計画変更

20 汚水処理施設の統廃合
塚山地区処理場

→長岡浄化センター

C-4

流域（長岡）、長岡市
長岡市 ・事業計画変更

・接続工事

・供用開始
△ C C C ・なし ・事業計画変更
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j.来年度の取組予定c.実施主体
f.取組時期に対する進捗状況

○ 予定通り、△ 予定未達、× 進捗なし
i.当該年度(R7)に実施した取組a.広域的な連携メニュー分類

b.参加市町村

団体等

h.メニューの進捗評価

短期 中期 長期

d.取組時期
f.デジタル化の推進に関

わる取組に該当

g.PPP/PFIの推進に関

わる取組に該当

メニューの
進捗評価

進捗状況 内容

D 検討開始
ハード対策：基礎調査、可能性調査、事業スキームの検討
ソフト対策：業務内容、活動内容、システム仕様等の検討

C 合意形成
ハード対策：合意形成、地方自治法等法律上の手続き、事業計画の変更
ソフト対策：合意形成、地方自治法等法律上の手続き、庁内事務手続き

B 事業着手
ハード対策：予算要望、基本設計、実施設計、施設建設開始
ソフト対策：維持管理業務の共同発注手続き、システム構築手続き

A 事業開始
ハード対策：統廃合完了、供用開始
ソフト対策：維持管理業務の共同発注、事務の共同化開始



21 汚水処理施設の統廃合
吉谷処理場

→長岡浄化センター

C-5

流域（長岡）、小千谷市
小千谷市

・統合検討

・接続協議

・事業計画変更

・詳細設計

・接続工事

・供用開始
〇 D D D

・接続協議書作成

・接続協議

・財産処分手続き

・基本設計

・接続協議

・事業計画変更

22 汚水処理施設の統廃合
須原終末処理場

→堀之内浄化センター

D-1

流域（堀之内）、魚沼市
魚沼市 ・全体計画変更

・事業計画変更

・詳細設計

・接続工事

・供用開始
〇 D D D

・内部検討

・全体計画変更
・内部検討

23 汚水処理施設の統廃合
上条終末処理場

→堀之内浄化センター

D-1

流域（堀之内）、魚沼市
魚沼市 ・全体計画変更 ・事業計画変更

・詳細設計

・接続工事

・供用開始

〇 D D D
・内部検討

・全体計画変更
・内部検討

24 汚水処理施設の統廃合
並柳処理場

→堀之内浄化センター

D-1

流域（堀之内）、魚沼市
魚沼市

・全体計画変更

・接続工事

・供用開始

〇 B B B

・接続工事

・財産処分

・全体計画変更

・接続工事

25 汚水処理施設の統廃合
雁坂下処理場

→堀之内浄化センター

D-1

流域（堀之内）、魚沼市
魚沼市

・全体計画変更

・事業計画変更

・詳細設計

・接続工事

・接続工事

・供用開始
〇 D D D

・内部検討

・全体計画変更

・内部検討

・事業計画変更

26 汚水処理施設の統廃合
新雁坂下処理場

→堀之内浄化センター

D-1

流域（堀之内）、魚沼市
魚沼市

・全体計画変更

・事業計画変更

・詳細設計

・接続工事

・接続工事

・供用開始
〇 D D D

・内部検討

・全体計画変更

・内部検討

・事業計画変更

27 汚水処理施設の統廃合
田中処理場

→堀之内浄化センター

D-1

流域（堀之内）、魚沼市
魚沼市

・全体計画変更

・事業計画変更

・詳細設計

・接続工事

・供用開始

〇 D D D
・内部検討

・全体計画変更

・内部検討

・事業計画変更

28 汚水処理施設の統廃合
守門南部処理場

→堀之内浄化センター

D-1

流域（堀之内）、魚沼市
魚沼市

・全体計画変更

・事業計画変更

・事業計画変更

・詳細設計

・接続工事

・供用開始

〇 D D D
・内部検討

・全体計画変更

・内部検討

・事業計画変更

29 汚水処理施設の統廃合
高倉処理場

→堀之内浄化センター

D-1

流域（堀之内）、魚沼市
魚沼市 ・全体計画変更

・事業計画変更

・詳細設計

・接続工事

・接続工事

・供用開始
〇 D D D

・内部検討

・全体計画変更
・内部検討

30 汚水処理施設の統廃合
原処理場

→堀之内浄化センター

D-1

流域（堀之内）、魚沼市
魚沼市 ・全体計画変更

・事業計画変更

・詳細設計

・接続工事

・供用開始

〇 D D D
・内部検討

・全体計画変更
・内部検討

31 汚水処理施設の統廃合
大和クリーンセンター

→六日町浄化センター

D-2

流域（六日町）、南魚沼市
南魚沼市

・詳細設計 ・接続工事
・供用開始 〇 B C B

・都市計画決定

・都市計画法事業認可変更

・下水道法事業計画変更

基本設計

32 汚水処理施設の統廃合
山辺里処理場

→朝日浄化センター
村上市 村上市

・事業計画変更

・詳細設計(処理場廃止含む)

・接続工事

・供用開始

・財産処分

・処理場廃止工事 〇 C C C 該当地区会長会議時に事業説明を実施 詳細設計ほか業務委託

33 汚水処理施設の統廃合
西神納処理場

→村上浄化センター
村上市 村上市

・事業計画変更

・詳細設計(処理場廃止含む)

・接続工事

・供用開始

・財産処分

・処理場廃止工事

〇 C C B 詳細設計等業務委託

・接続工事

・供用開始

・財産処分

・処理場廃止詳細設計

34 汚水処理施設の統廃合
東神納処理場

→村上浄化センター
村上市 村上市

・事業計画変更

・詳細設計(処理場廃止含む)

・接続工事

・供用開始

・財産処分

・処理場廃止工事

〇 C C B 詳細設計等業務委託 ・処理場廃止詳細設計

35 汚水処理施設の統廃合
神納処理場

→村上浄化センター
村上市 村上市

・事業計画変更

・詳細設計(処理場廃止含む)

・接続工事

・供用開始

・財産処分

・処理場廃止工事 〇 C C B 詳細設計等業務委託 ・処理場廃止詳細設計

36 汚水処理施設の統廃合
乙処理場

→中条浄化センター
胎内市 胎内市

・財産処分

・事業計画の変更

・都市計画下水道の変更

・関係機関協議

・基本設計

・実施設計

・接続工事 ・接続工事

・供用開始
〇 D D B

・事業計画の変更
・基本設計

37 汚水処理施設の統廃合
黒川処理場

→中条浄化センター
胎内市 胎内市

・財産処分

・事業計画の変更

・都市計画下水道の変更

・関係機関協議

・基本設計

・実施設計

・接続工事

・供用開始 〇 D D B
・事業計画の変更

・基本設計

38 汚水処理施設の統廃合
羽茂浄化センター

→小木浄化センター
佐渡市 佐渡市

・河川協議　・修正設計

・貯留正接基本設計

・接続工事　・事業計画変更

・供用開始　・詳細設計

・用地買収　・改築工事
△ B B B 河川協議

修正設計、貯留施設基本設計、接続工

事

39 汚水処理施設の統廃合
日野川処理場

→中央浄化センター
阿賀町 阿賀町

・統合検討

・事業計画変更

・詳細設計

・接続工事

・供用開始

・詳細設計

・接続工事

・供用開始

〇 D D D

40 汚水処理施設の統廃合
西川処理場

→中央浄化センター
阿賀町 阿賀町

・統合検討

・事業計画変更

・詳細設計

・接続工事

・供用開始

・詳細設計

・接続工事

・供用開始

〇 D D D

41 汚水処理施設の統廃合
広谷処理場

→中央浄化センター
阿賀町 阿賀町

・統合検討

・事業計画変更

・詳細設計

・接続工事

・供用開始

・詳細設計

・接続工事

・供用開始

〇 D D D

42 汚水処理施設の統廃合
白崎処理場

→内川浄化センター
阿賀町 阿賀町

・統合検討

・事業計画変更

・詳細設計

・接続工事

・供用開始

・詳細設計

・接続工事

・供用開始

〇 D D D

汚

水

処

理

の

広

域

化

␟

市

町

村

内

の

取

組
計

画



43 汚水処理施設の統廃合
前川浄化センター

→長岡中央浄化センター
長岡市 長岡市

・接続工事

・供用開始
〇 A A A

44 汚水処理施設の統廃合
おおみしま地区処理場

→小国浄化センター
長岡市 長岡市

・接続工事

・供用開始
〇 B B B 接続工事

接続工事

供用開始

45 汚水処理施設の統廃合
岡南北部浄化センター

→長岡中央浄化センター
長岡市 長岡市

・事業計画変更

・詳細設計

・接続工事

・供用開始

〇 C B B 接続工事 接続工事

46 汚水処理施設の統廃合
千谷沢地区処理場

→小国浄化センター
長岡市 長岡市 ・事業計画変更

・詳細設計

・接続工事

・供用開始

〇 C B B 詳細設計 接続工事

47 汚水処理施設の統廃合
両高地区集落排水処理場

→和島浄水センター
長岡市 長岡市

・事業計画変更

・詳細設計

・接続工事

・供用開始

〇 C B B 詳細設計 詳細設計

48 汚水処理施設の統廃合
中沢地区集落排水処理場

→和島浄水センター
長岡市 長岡市

・事業計画変更

・詳細設計

・接続工事

・供用開始

〇 C C B 詳細設計

49 汚水処理施設の統廃合
塩谷浄化センター

→栃尾下水処理センター
長岡市 長岡市

・事業計画変更

・詳細設計

・接続工事

・供用開始

〇 C B B 詳細設計 接続工事

50 汚水処理施設の統廃合
福多浄化センター

→栄下水処理センター
三条市 三条市

・接続工事

・供用開始
△ C B B ・接続工事

・接続工事

・財産処分

51 汚水処理施設の統廃合
帯織浄化センター

→栄下水処理センター
三条市 三条市

・接続工事

・供用開始
△ B B B

・接続工事

・財産処分
・供用開始

52 汚水処理施設の統廃合
吉野屋浄化センター

→大潟浄化センター
三条市 三条市

・接続工事

・供用開始
〇 B B A

・接続工事

・供用開始

53 汚水処理施設の統廃合
南部浄化センター

→今町終末処理場
見附市 見附市

・事業計画変更

・詳細設計

・接続工事

・供用開始

〇 C B B 接続管渠整備工事　L=0.8km
接続管渠整備工事　L=0.8km

マンホールポンプ整備工事　N=1式

54 汚水処理施設の統廃合
上北谷浄化センター

→今町終末処理場
見附市 見附市

・事業計画変更

・詳細設計

・接続工事

・接続工事

・供用開始
〇 C B B 実施設計業務委託　N=1式 接続管渠整備工事　L=1.0km

55 汚水処理施設の統廃合
保明地区排水処理場

→横場地区排水処理場
田上町 田上町 ・統合検討 ・統合検討

・事業計画変更

・詳細設計

・接続工事

・供用開始

〇 D D D

56 汚水処理施設の統廃合
鐙島クリーンセンター

→十日町市下水処理センター
十日町市 十日町市

・接続工事

・供用開始
〇 B B B

57 汚水処理施設の統廃合
下条クリーンセンター

→十日町市下水処理センター
十日町市 十日町市

・詳細設計

・接続工事

・接続工事

・供用開始
〇 B B B

58 汚水処理施設の統廃合
横根処理場

→穴沢処理場
魚沼市 魚沼市

・接続工事

・供用開始
〇 B A A

59 汚水処理施設の統廃合
土樽・松川浄化センター

→湯沢浄化センター
湯沢町 湯沢町

・接続工事

・供用開始
〇 B B B 接続工事 供用

60 汚水処理施設の統廃合
赤倉浄化センター

→池の平浄化センター
妙高市 妙高市

・接続工事

・供用開始
〇 B B A

61 汚水処理施設の統廃合
有田地区処理場

→上越市下水道センター
上越市 上越市

・事業計画変更

・詳細設計

・接続工事

・供用開始

〇 C C C

62 汚水処理施設の統廃合
津有南部地区処理場

→上越市下水道センター
上越市 上越市

・事業計画変更

・詳細設計

・接続工事

・供用開始

〇 C B B ・接続工事 ・接続工事

63 汚水処理施設の統廃合
三郷地区処理場

→上越市下水道センター
上越市 上越市

・事業計画変更

・詳細設計

・接続工事

・供用開始 △ C B B ・詳細設計、河川協議

64 汚水処理施設の統廃合
金谷和田西部地区処理場

→上越市下水道センター
上越市 上越市

・事業計画変更

・詳細設計

・接続工事

・接続工事

・供用開始
〇 C C C

65 汚水処理施設の統廃合
岡野町地区処理場

→上越市下水道センター
上越市 上越市 ・統合検討

・事業計画変更

・詳細設計

・接続工事

・供用開始
〇 C C C

␠
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66 汚泥処理の共同化
汚泥処理の広域化（下越地域）

※新潟市内に集約を予定

B-1

流域(新潟,新津,新井郷川,西川)

新潟市

新発田市

村上市

燕市

阿賀野市

佐渡市

阿賀町

未定
・集約の実施有無の検討

・スケジュール案の検討

・汚泥処理量の精査

・拠点施設の決定

・施設整備の手続き

・施設等の整備

・施設等の整備

・供用開始
〇 D D D

・集約実施有無の検討

・スケジュール案の検討

・集約実施有無の検討

。スケジュール案の検討

67 汚泥処理の共同化
汚泥処理の広域化（中越地域）

※中越流泥センター

C-1

流域(長岡)

長岡市

三条市

加茂市

柏崎市

見附市

田上町

出雲崎町

未定 ・部分更新の実施 ・情報収集及び共有

・大規模更新の実施

・汚泥処理量の精査

・汚泥処理の広域化及び

PPP/PFI手法の導入検討

〇 B B B ・更新工事 ・更新工事

68 汚水処理施設の統廃合
し尿処理の広域化(下越地域)

※新潟市内に集約を予定

B-3

流域(新潟,新津,新井郷川,西川)

新潟市

阿賀野市

未定 ・広域化開始時期の検討
・し尿処理量の把握と、し尿

受入施設整備の手続き等

・施設等の整備(処理能力内で

の処理を基本)
〇 D D D ・し尿処理施設状況整理

・し尿処理施設状況整理

・処理量確認

69 汚水処理施設の統廃合

し尿処理の広域化(中越地域)

※自然環境浄化センター（し尿受

入施設）

C-3

柏崎市

刈羽村

柏崎市
・工事

・供用開始
・協定内容の確認

・協定内容の確認

・機械、電気設備

の更新

〇 B B A

・R7(2025)年10月1日に受入開始

・機械設備・電気設備工事について

は、今年度中の工事完了を予定してお

り、R8(2026)年4月1日から供用開始

特になし

70 汚泥処理の共同化

汚泥処理の広域化

※両津浄化センター

※相川浄化センター

※小木浄化センター

※赤泊浄化センター

佐渡市 佐渡市 ・集約検討 ・供用開始 △ D C C
国府川浄化センター内に下水道汚泥肥

料化施設の仮設準備

国府川浄化センター内の下水道汚泥肥

料化施設の仮設及び肥料化試験（国府

川浄化センター分）

71 汚水処理施設の統廃合

し尿処理の広域化

※燕市衛生センター

※燕市下水終末処理場

燕市 燕市

・検討

・事業計画変更

・基本計画策定

・基本設計

・詳細設計

・施設整備

・供用開始

〇 C C B
・交付金要望

・情報収集
基本計画の策定

72 その他 下水道公社等の活用

B-6

流域(新井郷川)

流域(新津)

新発田市

五泉市

阿賀野市

佐渡市

聖籠町

阿賀町

未定

・情報収集

・事例研究

・共同購入の効果検討の継続

・経済的かつ効率的な維持管

理手法の検討継続

・経済的かつ効率的な維持管

理手法の検討継続

73 その他 下水道公社等の活用

B-7

流域(西川)

燕市

弥彦村

未定

・情報交換

・事例研究

・共同購入の効果検討の継続

・弥彦村ポンプ監視システム

移設

・経済的かつ効率的な維持管

理手法の検討継続

・経済的かつ効率的な維持管

理手法の検討継続

74 その他 下水道公社等の活用

C-2

流域(長岡)

長岡市

小千谷市

見附市

田上町

出雲崎町

未定

・情報収集

・事例研究

・共同購入の効果検討の継続

・経済的かつ効率的な維持管

理手法の検討継続

・経済的かつ効率的な維持管

理手法の検討継続

その他 下水道公社等の活用

D-3

流域(堀之内)

流域(六日町)

十日町市

魚沼市

南魚沼市

湯沢町

津南町

未定

・情報収集

・事例研究

・共同購入の効果検討の継続

・経済的かつ効率的な維持管

理手法の検討継続

・経済的かつ効率的な維持管

理手法の検討継続

その他 DXの推進
新潟県

全市町村
未定

・情報検討

・導入検討

・情報検討

・導入検討

・情報検討

・導入検討
〇 1 D D D

人材育成の共同化 技術研修等の共同実施
新潟県

全市町村
新潟県

・下水道事業担当者研修(下水

道場)

・下水道事業担当者研修(下水

道場)

・下水道事業担当者研修(下水

道場)
〇 A A A

災害時対応の共同化
災害支援

(全県での取組)

新潟県

全市町村

新潟県

全市町村

・合同訓練

・資機材調査

(災害支援)

・合同訓練

・資機材調査

(災害支援)

・合同訓練

・資機材調査

(災害支援)

〇 A A A

災害時対応の共同化
災害支援

(上越地域)

E-1

糸魚川市

妙高市

上越市

糸魚川市

妙高市

上越市

・災害支援に関する検討

→協定の締結

・相互支援の実施

・継続

→定期的な支援内容等の見直

し

・継続

→定期的な支援内容等の見直

し

〇 D D D

その他
包括的民間委託

※中郷浄化センター
上越市 上越市 ・移行 〇 A A A

その他
包括的民間委託

※浦川原浄化センター
上越市 上越市

・仕様検討

・予算措置

・移行

〇 B A A

（1） 34% 33% 27% 0％ 0％ 0％ 0％ 0％ 0％ 0％ 0％ 0％ 0％ 0％ 0％

（2） 29% 19% 14% 0％ 0％ 0％ 0％ 0％ 0％ 0％ 0％ 0％ 0％ 0％ 0％

（3） 30% 34% 40% 0％ 0％ 0％ 0％ 0％ 0％ 0％ 0％ 0％ 0％ 0％ 0％

（4） 7% 14% 17% 0％ 0％ 0％ 0％ 0％ 0％ 0％ 0％ 0％ 0％ 0％ 0％

合意形成率　(メニューの進捗評価のうちC以上のもの/取組中止を除いたメニュー数）

検討開始率　(メニューの進捗評価のうちD以上のもの/取組中止を除いたメニュー数）

事業着手率　(メニューの進捗評価のうちB以上のもの/取組中止を除いたメニュー数）

事業開始率　(メニューの進捗評価のうちA以上のもの/取組中止を除いたメニュー数）
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2 6 9

58 58 62

3% 10% 15% 0％ 0％ 0％ 0％ 0％ 0％ 0％ 0％ 0％ 0％ 0％ 0％

（6） 1 1 1

（7） 0 0 0

（8） 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

（9） 70 70 77 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

汚水処理施設の統廃合完了地区数（過年度合計）

メニュー数（過年度累積）

汚水処理施設の統廃合計画地区数

汚水処理施設の統廃合進捗

デジタル化の推進に関わる取組メニュー数（過年度累積）

PPP/PFIの推進に関わる取組数（過年度累積）

事業化中止数（過年度累積）

（5）


